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投稿規程 

1. アートミーツケア学会（以下「学会」という。）のオンラインジャーナル（以下「本ジ

ャーナル」という。）に発表する論稿は、いずれもアートとケアの関わりを探求する、他に

未発表のものに限る。また、以下の社会倫理に対する配慮が十分になされていることを投稿

の条件とする。 

1-1．研究の内容および手続きにおいて、すべての人の人格・人権が尊重されている。 

1-2．人種、ジェンダー、地位、思想・信条、宗教などによって個人を差別せず、個人の自

由と人格が尊重されている。 

1-3．プライバシーの保護、研究・調査データの記録保存や厳正な取扱いを徹底し、ねつ

造、改ざん、盗用などの不正行為を為さず、また加担していない。 

1-4．個人と組織、あるいは異なる組織間の利益の衝突に十分に注意を払い、公共性に配慮

しつつ適切に対応している。 

 

2. 本ジャーナルに論稿を発表しようとする者は、編集委員会（以下「委員会」という。）

事務局に、期日までにオンラインフォームを通じて送付する。 

 

3. 論稿は所定の執筆要項に従うこととする。 

 

4. 論稿の投稿区分は以下の通りとする。 

4-1. 論文 

 アートとケアに関連する研究をふまえ、そこにある諸問題についての批評的記述や論述。 

 分量20,000字以内。査読あり（会員のほか、委員会の判断により外部査読者を依頼する場

合がある。） 

 

4-2. 報告 -アートミーツケアを実践する-  

 アートとケアの内容や方法を扱い、実践に立脚し、将来のアートミーツケアに関する研究

に資する独創的な視点を有するもの。 

 分量12,000字以内。査読なし（委員会により掲載の可否を決定し、執筆ガイドラインに即

した修正を依頼する場合がある。）公開にあたって、会員1名によるコメントを付けること

ができる。 

 

4-3. エッセイ -アートミーツケアを試みる- 

   アートとケアを主題に据えた、会員による自由な思索や論考。研究論文では表現しきれ

ない文体や言葉遣い、思考の揺らぎをも視座に含む。文章表現のほか、オンラインでの掲載

であることを活かした写真、映像、音楽等のメディアを含めた表現とすることも可能。 

 分量は特に定めない。編集のため、選者を置く。エッセイの採否や訂正の要望などについ

ては、選者に一任する。その上で最終的に全体のバランス等を考慮して委員会が掲載の可否

を決定する。  

 

4-4. 書評・プロジェクト評 

 アートミーツケアに関わる書籍やプロジェクトを広く一般に紹介する。 
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4-5. レポート 

 学会行事のアーカイブを行う。 

 

5. 投稿論文掲載の可否については、オンラインジャーナル編集委員会規則第8条にもとづく

一次審査と、委員会が依頼した査読者による二次審査の結果を受けて、委員会が決定する。

その他（報告、エッセイ等）の掲載の可否については委員会が決定する。 

 

6. 編集委員が本ジャーナルに投稿する場合、当該投稿の査読については当該委員を除く委 

員によって⾏う。 

 

7. 原稿本体は、掲載決定後委員会からの通知に従い、原則としてテキストファイルデータ

で提出する。 

 

8. 特に著者校正の希望がない場合には、委員会にて責了とする。著者による校正は初校の

みとし、第2校以降は委員会で行う。 

 

9. 投稿原稿は原則として返却しない。ただし、申し出があれば図版に限り返却する。 

 

10. 本ジャーナルに発表された論稿は視覚障害、肢体不自由などの理由で書字へのアクセス

が困難な人に対し、求めに応じてテキストファイルデータで提供される。 

 

11. 本ジャーナルの著作権（著作権法第21条から第28条に規定されている全ての権利を含

む。以下同じ。）の取り扱いは、以下の通りとする。 

11-1.著作権は、学会に帰属するものとする。 

11-2.学術目的等での利用は、次の条件において学会への許諾申請を必要とせずに認める。 

・著者自身による学術目的等での利用（編集著作物への転載、複製、頒布等を含

む。）であること。 

・出典（論文誌名、巻号、頁、出版年、以下同じ。）を記載すること。 

・共著の場合、共著者全員の許諾を得ていること。 

11-3.公衆送信は、次の条件において学会への許諾申請を必要とせずに認める。 

・著者個人のwebサイトおよび著者が所属する機関のリポジトリであること。 

・出典を記載すること。 

11-4.第三者から論文等の複製、翻訳、公衆送信等の許諾申請があった場合には、著者の意

向を尊重しつつ、委員会が許諾の決定を行うものとする。 

 

附 則 

この規程は、2014年5月31日から施行する。 

附 則 

この規程は、2023年9月13日から施行する。 

附 則 

この規程は、2025年10月6日から施行する。 
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編集規程 

1. アートミーツケア学会のオンラインジャーナル（以下「本ジャーナル」という。）は、

原則として本会会員の研究の発表に充てる。また、研究者だけでなく実践の場にいる者も参

加し、研究と現場の交流が促進されるものとする。 

2. 本ジャーナルに論文、報告、エッセイ、その他各欄を設ける。 

3. 本ジャーナルの掲載原稿は、投稿によるものと編集委員会が執筆を依頼するものとから

なる。 

4. 原稿の掲載は編集委員会の決定による。 

 

附 則 

この規程は、2014年5月31日から施行する。 

附 則 

この規程は、2023年9月13日から施行する。 


